
国立大学法人山口大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２４年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

国立大学法人評価委員会が行う業績の実績に関する評価の結果及び役員としての業務に

対する貢献度等を総合的に勘案して、期末特別手当の額を100分の10の範囲内で、増額

または減額することができる。

・国家公務員の給与改定を参考に俸給月額を0.5%減額した。

・特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、俸給月額を

9.77％減額した。

法人の長と同じ

法人の長と同じ

法人の長と同じ監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２４年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

15,494 11,423 4,071 0
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

11,831 9,030 2,607 193
（通勤手当）

平成２４年
４月1日

※

千円 千円 千円 千円

11,396 7,005 2,778
24

636
952

（通勤手当）
(単身赴任手当)
(地域手当相当額)

◇

千円 千円 千円 千円

13,559 9,874 3,519 164
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

12,298 9,030 3,218 49
（通勤手当）

平成２４年
４月1日

法人の長

A理事

B理事

C理事

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

D理事

法人の長と同じ

法人の長と同じ
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千円 千円 千円 千円

12,471 9,030 3,218 222
（通勤手当）

平成２４年
４月1日

千円 千円 千円 千円

10,654 7,795 2,778 79
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,582 1,543 0 39
（通勤手当）

注１：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

３　役員の退職手当の支給状況（平成２４年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

該当者なし

該当者なし

該当者なし

法人での在職期間 摘　　要

E理事

B監事
（非常勤）

監事

法人の長

理事

A監事
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２４年度における給与制度の主な改正点

賞与：勤勉手当
（査定分）

基準日前6ヶ月以内の期間における勤務成績に応じて定める成績率に基
づき支給する。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容
俸給

（昇格）
勤務成績、職務能力等の総合的な評価により、上位の級に昇格させること
ができる。

俸給
（昇給）

5段階の昇給区分を設けることにより、勤務成績を適切に反映させる。

中期計画において中長期的な人事計画を定め、人件費抑制に努めながら全学的に適切

な人件費管理を行う。教員については、学長運用ポストにより戦略的重点配分を行い、管

理業務部門については、再雇用及び障害者雇用に必要な人件費を確保し、人事計画に

沿って人件費管理を行う。

国立大学法人法第35条において準用される独立行政法人通則法第63条第3項に基づき、

業務の実績及び国家公務員の給与水準等を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合した

ものになるように定めている。

職員の勤務成績等を考慮し、人件費の範囲内で、昇格の実施、昇給区分の決定及び勤

勉手当成績率の決定を行う。

　ウ 平成２４年度における給与制度の主な改正点

・職員の月額について、４０歳台後半層が在職する職員が受ける俸給月額を

平均０．４％減額、５０歳台が在職する職員が受ける俸給月額を最大０．５％減額した。

・俸給表の改正に伴い、俸給調整給を引き下げた。

・俸給月額の経過措置額を引き下げた。

・特殊勤務手当について、教員免許状更新講習業務、学校医・学校歯科医業務を追加

した。

・諸手当に「特別貢献手当」を新たに追加した。

・36歳に満たない職員について、４月にこれまで抑制してきた昇給を最大２号俸回復し

た。

・手術部に勤務する看護師に対し、俸給調整給の支給対象にした。

・特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、以下の措置を講ずる事とした。

（職員について）

・実施期間：H24年6月～H26年3月

・俸給表関係の措置の内容：国家公務員に準拠

・諸手当関係の措置の内容：国家公務員に準拠

・国と異なる措置の概要：附属学校教育職についてはH25年1月より未実施。

（役員について）

・実施期間：H24年4月～H26年3月

・俸給表関係の措置の内容：国家公務員に準拠

・諸手当関係の措置の内容：国家公務員に準拠

・国と異なる措置の概要：なし
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1864 42.1 6,042 4,577 51 1,465
人 歳 千円 千円 千円 千円

363 40.2 4,825 3,708 81 1,117
人 歳 千円 千円 千円 千円

796 48.1 7,748 5,842 50 1,906
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

502 35.0 4,477 3,377 29 1,100
人 歳 千円 千円 千円 千円

106 36.2 4,606 3,482 33 1,124
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 50.2 4,840 3,681 52 1,159
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 42.8 6,731 5,213 82 1,518
人 歳 千円 千円 千円 千円

64 41.3 6,292 4,891 93 1,401

人 歳 千円 千円 千円 千円

27 54.4 4,363 3,349 58 1,014
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 57.4 3,485 2,765 72 720

非常勤職員

事務・技術

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医療技術職員）

技能・労務職種

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（附属高等教員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

うち賞与平均年齢
平成２４年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内人員

17 57.4 3,485 2,765 72 720
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 47.2 6,124 4,495 14 1,629
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：「技能・労務職種」とは、自動車運転手等の業務を行う者を示す。
注３：「教育職種（附属高校教員）」には、附属特別支援学校教員を含む。
注４：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。
注５：「契約教育職員」とは、本法人が個別に期間を定めて雇用契約を締結する専門職大学院
　　　教育職員と特命教育職員を示す。
注６：「その他」とは、附属病院における安全管理業務を行う者を示す。
注７：在外職員、任期付職員及び再任用職員については、該当者がいないため表を省略した。
注８：非常勤職員の契約教育職員及びその他職種については、該当者が２人以下のため、当該
　　　個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

その他

契約教育職員

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職
員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕
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２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

人千円

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

部長 6 57.8 7,852 8,775 9,590

課長 29 52.7 6,641 6,992 7,263

副課長 27 51.7 5,881 6,047 6,148

係長 137 44.5 4,865 5,201 5,555

主任 41 36.3 3,728 4,145 4,436

係員 123 30.3 3,169 3,424 3,679

分布状況を示すグループ 平均年齢人員 平均
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（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

分布状況を示すグループ 平均年齢人員 平均
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14,000 

16,000 

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））
人千円

人 歳 千円 千円 千円

教授 318 55.1 8,448 8,961 9,433

准教授 237 46.6 6,980 7,376 7,718

講師 78 43.1 6,265 6,944 7,629

助教 156 39.1 5,592 6,115 6,577

助手 5 42.9 4,768 4,955 5,040
教務職員 2 - -

注１：教務職員の該当者は２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。
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（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

注：年齢20～23歳の該当者は４人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること

　　から、年間給与額の第１・第３分位については表示していない。
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２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師））

人千円

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 1 - -

副看護部長 3 52.2 - 6,519 -

看護師長 26 52.6 6,222 6,390 6,517

副看護師長 54 47.2 5,644 5,838 6,086
看護師 418 32.2 3,628 4,127 4,490

注１：看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

注２：副看護部長の該当者は３人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　年間給与額の第１・第３分位については表示していない。
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③

（事務・技術職員）

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級

課長
標準的 主任 係長 事務長
な職位 係員 主任 副課長

副事務長
人 人 人 人 人 人

363 54 91 133 36 35
（割合） (14.9%) (25.1%) (36.6%) (9.9%) (9.6%)

歳 歳 歳 歳 歳

59～24 40～27 56～34 59～45 59～41

千円 千円 千円 千円 千円

3,045～2,105 3,567～2,372 4,663～2,865 4,799～4,143 5,580～4,378

千円 千円 千円 千円 千円

3,855～2,742 4,515～3,074 6,084～3,791 6,335～5,524 7,263～5,881

区分 計 6級 7級 8級

部長
課長

事務長
人 人 人

10 3 1
（割合） (2 8%) (0 8%) (0 3%)

人員

標準的
な職位

部長

人員

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

副課長
副事務長

係長

部長

 職級別在職状況等（平成２５年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

係員

（割合） (2.8%) (0.8%) (0.3%)
歳 歳 歳

58～46 59～58 -

千円 千円 千円

6,592～5,425 7,624～6,616 -

千円 千円 千円

8,545～7,070 9,888～8,769 -

（教育職員（大学教員））

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級

標準的 助手 助教
な職位 教務員 助手

人 人 人 人 人 人

796 6 157 78 237 318
（割合） (0.8%) (19.7%) (9.8%) (29.8%) (39.9%)

歳 歳 歳 歳 歳

56～30 62～29 62～30 63～30 63～39

千円 千円 千円 千円 千円

3,848～3,216 5,822～3,189 6,394～3,720 7,187～3,827 9,310～5,252

千円 千円 千円 千円 千円

5,086～4,199 7,439～4,132 8,600～4,902 9,254～5,142 12,425～7,094

准教授講師

人員

教授

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

注１：8級における該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　　「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

年齢（最高
～最低）

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)
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（医療職員（病院看護師））

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級 6級

看護師長
標準的 看護師 助産師長
な職位 助産師 副看護師長

副助産師長
人 人 人 人 人 人 人

502 0 418 54 27 3 0
（割合） (0%) (83.3%) (10.8%) (5.4%) (0.6%) (0%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

- 57～22 59～36 59～44 58～48 -

千円 千円 千円 千円 千円 千円

- 4,662～2,269 4,932～3,173 4,952～4,032 4,802～4,696 -

千円 千円 千円 千円 千円 千円

- 6,208～2,996 6,576～4,260 6,909～5,489 6,788～6,632 -

④

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

61.5 64.9 63.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）

看護部長

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

副看護部長

看護部長
准看護師

副看護部長

看護師長
助産師長

年齢（最高
～最低）

人員

区分

管理

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２４年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

38.5 35.1 36.7

％ ％ ％

         最高～最低 50.0～32.7 46.1～30.2 45.9～31.4

％ ％ ％

64.0 66.8 65.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

36.0 33.2 34.6

％ ％ ％

         最高～最低 43.8～31.2 41.0～27.3 40.0～30.2

（教育職員（大学教員））
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

60.1 63.8 62.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

39.9 36.2 38.0

％ ％ ％

         最高～最低 49.6～32.9 46.6～30.5 45.9～31.6

％ ％ ％

63.7 66.6 65.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

36.3 33.4 34.8

％ ％ ％

         最高～最低 50.1～31.8 47.6～29.4 47.5～30.6

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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（医療職員（病院看護師））
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

- - -

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

- - -

％ ％ ％

         最高～最低 - - -

％ ％ ％

62.8 65.9 64.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

37.2 34.1 35.6

％ ％ ％

         最高～最低 43.8～31.9 41.0～19.0 42.4～27.1

⑤

（事務・技術職員）

87.5

注１：医療職員（病院看護師）における管理職員は１人のため、当該個人に関する情報が特定される

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／
教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

　　 おそれのあることから記載していない。

対国家公務員（行政職（一））

対他の国立大学法人等（事務・技術職員)

95.4

（教育職員（大学教員））

94.9

（医療職員（病院看護師））

101.8

96.0

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

対他の国立大学法人等（医療職員（病院看護師）)

対他の国立大学法人等（教育職員（大学教員）)

対国家公務員（医療職（三））

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

対他 国 大学法人等（事務 技術職員)
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　 95.8

参考 学歴勘案　 87.2

地域・学歴勘案 95.6

指数の状況

対国家公務員　　８７．５

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

項目 内容

講ずる措置

【主務大臣の検証結果】
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給
与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めてい
ただきたい。

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　33.6％
（国からの財政支出額　13,846,000千円、支出予算の総額　41,225,000千
円：平成24年度予算）

【検証結果】

【累積欠損額について】
累積欠損額　なし（平成23年度決算）

【検証結果】

○医療職員（病院看護師）

地域勘案　 104.2

参考 学歴勘案 102.7

地域・学歴勘案 105.1

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　33.6％
（国からの財政支出額　13,846,000千円、支出予算の総額　41,225,000千
円：平成24年度予算）

【検証結果】

対国家公務員　　１０１．８

内容項目

【累積欠損額について】
累積欠損額　なし（平成23年度決算）

【検証結果】

特例法に基づく国家公務員の給与見直しに関して給与減額支給措置を実
施しているが、減ぜられた給与額と同額を給与として支給することにより、事
実上減額を行ってない給与ベースとなり、国に比べて給与水準が高くなっ
ている。

【主務大臣の検証結果】
法人の看護職員の職員構成と国の職員構成が異なっていること、法人の給
与制度は国家公務員の制度と概ね同様であることから、給与水準は概ね適
正であると考える。

指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　給与水準の適切性の
　検証
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　　　ある。

Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成２４年

度）

前年度
（平成２３年

度）
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)

　　　なお、平成１９年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成１５年度の教育

　　　職（一））との給与水準（年額）の比較指標である。

△ 533,563

非常勤役職員等給与

1,528,916

△ 466,561

995,353
退職手当支給額

236,373

4,159,9144,438,495

（△ 34.9)

12,461,661

○　教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準（年額）の比較指標　　　　96.1

（注）　上記比較指標は法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成

　　　２４年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数で

（△ 1.4)
給与、報酬等支給総額

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平
成２２年度）からの増△減

講ずる措置

465,718278,581 (11.7)

12,928,222

(6.7)

(31.1)

（△ 3.6) △ 182,965

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

1.対前年度比の増減要因の分析について

　給与減額支給措置に関する削減額917,894千円の給与減額を行ったため、総額として減額となっ

　た。

（△ 3.5)

　　　明細書の「17役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

最広義人件費

141,800

注１：「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員にかかる退職手当

　　　支給額を計上する。

注２：「非常勤役職員等給与」においては、寄付金、受託研究費その他競争的資金等により雇用

　　　される職員に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属

2,143,007

, ,

2,140,846
福利厚生費

, , ,, ( )

2,161 (0.1) (7.1)

( )

①「給与、報酬等支給総額」　…　対前年度比　△3.6％

　特別貢献手当の新設による給与増はあったが、特例法に基づく国家公務員の給与見直しに関して

②「最広義人件費」　…　対前年度比　△3.5％

　1）「退職手当支給額」

　　「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に基づき

(3.4)20,038,516 20,757,898 △ 719,382 660,926
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　　年退職者に比べて人数が少なくなったことにより、減額となった。

2.人件費削減の取組の状況について

①中期目標における取組

②中期計画における取組

き行う。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、平成２４年度においても人件費改革を引き続

基づき、平成18年度以降の５年間において国家公務員に準じた人件費削減を行った。更に、「経済

財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員

の改革を踏まえ、平成２４年度においても人件費改革を引き続き行う。

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）に

基づき、国家公務員に準じた人件費削減に取り組み、平成18年度からの５年間において、△5％以

上の人件費削減を行った。更に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）に

　2）「非常勤役職員等給与」

　外部資金等の経費により雇用される職員の増加及び医学部附属病院における診療体制の見直し

　等による医療職員等の増員等により増額となった。

　　17,277千円(一般職・技能職:8,453千円、看護職:8,824千円)の削減となったことや、昨年度の定

Ⅳ 法人が必要と認める事項

・国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について

平成２５年１月１日付けで国家公務員退職手当法等の一部改正に準拠し，退職手当の
支給に係る支給率を段階的に引き下げることとした。
なお，平成２５年３月３１日付け定年退職者については適用除外とした。
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